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第1章 山口県港湾施設維持管理点検マニュアルの概要 

1.1. 総則 

港湾の施設は、今後、施設の増加とともに老朽化が進行し、改良・更新コストが増大

することが見込まれており、整備後の港湾の施設を計画的かつ適切に維持管理し、施設

の安全性を確保するとともに、改良・更新コストの最小化を図り、長期にわたって有効

活用していくことが求められている。 

このような中、平成 25 年 6 月に交付された改正港湾法において，技術基準対象施設

の維持は，定期的に点検を行うことその他の国土交通大臣が定める方法により行うこと

と規定され，平成 26 年 7 月にそれらの点検診断の基本的な考え方を示す「港湾の施設

の点検診断ガイドライン」が策定された。（平成 30 年 6 月に一部改訂） 

また、技術基準対象施設を適切に維持するために定める事項を維持管理計画（点検に

関する事項を含む）に基づき策定する手引き書として平成 27 年 4 月に「港湾の施設の

維持管理策定ガイドライン」が策定されたところである。 

こうした背景から、山口県では港湾の施設の計画的かつ適切な維持管理を行うため、

自然状況、利用状況などの諸条件や維持管理にかかる執行体制等を勘案し、港湾の施設

の維持管理計画の策定手法に加え管理点検に係わる基本的な事項を定める「山口県港湾

施設維持管理点検マニュアル（案）」を改訂するものである。 

 

 

 

 

《山口県港湾施設維持管理点検マニュアルの変遷》 

山口県港湾施設維持管理点検マニュアル･･･････････････････････平成 25 年 8 月 

山口県港湾施設維持管理点検マニュアル改訂版･････････････････平成 30 年 7 月 
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③異常時巡視点検 

大きな地震や異常気象などで施設の損傷が発生した可能性がある場合に、管理

者が陸上から行う点検である。点検結果により臨時詳細点検の実施の有無につい

て判断する点検であるため、想定外の変状などの確認の有無についてチェックす

る点検である。また、施設利用者等から、施設の変状・異常などの情報提供を受

けた際には、該当する施設の状況や情報提供の内容について点検を実施するか検

討し対応する。なお、利用者からの報告内容や点検結果等のとりまとめを行う。 

 

④一般定期点検 

通常点検診断施設は 5 年に 1 回、重点点検診断施設については 3 年に１回、一

般定期点検の各様式に沿って管理者が原則陸上から行う点検である。 

通常点検診断施設は「山口県港湾施設長寿命化計画」に定められた事後保全型

維持管理を実施する施設（岸壁・橋梁）以外であり、地区ごとに効率よく点検を

行う。 

重点点検診断施設は予防保全型維持管理を行う施設が対象施設であるため、施

設の変状の確認を行う。点検結果をもとに、臨時詳細点検の実施の有無について

判断する。 

 

⑤詳細点検 

通常点検診断施設は 20 年に 1 回の点検を基本とするが、日常・一般定期点検の

結果に応じて、点検時期を決定する。重点点検診断施設は 10 年に 1 回の点検を基

本とするが、日常・一般定期点検の結果に応じて、点検時期を決定する。また、

大規模な長寿命化対策を実施した場合は、通常点検診断施設は対策から 20 年後、

重点点検診断施設は対策から 10 年後に点検を実施する。詳細点検は、各維持管理

計画書の詳細点検様式に沿って外部委託者が原則海上及び潜水作業により実施す

る点検であり、点検にあたっては、変状などの簡易計測などを行い、施設をスパ

ンごとに評価する。また、潜水調査の実施により、海面下施設の状態の把握、陽

極などの設置状況を点検し、点検結果をもとに追加調査を実施するか検討する。

なお、追加調査項目は、肉厚測定、コンクリート試験、陽極消耗量調査等であり、

調査結果に基づき、必要に応じて劣化予測の再検討を行うこととする。 

 

⑥臨時詳細点検 

「日常巡視点検」、「異常時巡視点検」、「一般定期点検」の結果に基づき必

要に応じて外部委託者が実施する点検であり、各維持管理計画書及び設計施工成

果などに沿って、海上、潜水による目視点検、詳細な点検である肉厚測定、コン

クリート試験、陽極消耗量調査等の点検を異常個所の状況に合わせて実施する。 
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③異常時巡視点検 

大きな地震や異常気象などで施設の損傷が発生した可能性がある場合に、管理

者が陸上から行う点検である。点検結果により臨時詳細点検の実施の有無につい

て判断する点検であるため、想定外の変状などの確認の有無についてチェックす

る点検である。また、施設利用者等から、施設の変状・異常などの情報提供を受

けた際には、該当する施設の状況や情報提供の内容について点検を実施するか検

討し対応する。なお、利用者からの報告内容や点検結果等のとりまとめを行う。 
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般定期点検の各様式に沿って管理者が原則陸上から行う点検である。 

通常点検診断施設は「山口県港湾施設長寿命化計画」に定められた事後保全型

維持管理を実施する施設（岸壁・橋梁）以外であり、地区ごとに効率よく点検を

行う。 

重点点検診断施設は予防保全型維持管理を行う施設が対象施設であるため、施

設の変状の確認を行う。点検結果をもとに、臨時詳細点検の実施の有無について

判断する。 
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る点検であり、点検にあたっては、変状などの簡易計測などを行い、施設をスパ

ンごとに評価する。また、潜水調査の実施により、海面下施設の状態の把握、陽

極などの設置状況を点検し、点検結果をもとに追加調査を実施するか検討する。
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